
                    【マイクロバスの売払いについて（市有動産売却一般競争入札）】 

 

質問事項に対する回答 

【令和８年４月 20日】 

質問事項及び回答 

【質問】 

一般競争入札参加申込書（１枚）に【物件番号１】と【物件番号２】を併記することは可 

能でしょうか。 

【回答】 

本入札は物件番号毎に落札者を決定するため、物件番号１及び２の双方に応募する場合は、

一般競争入札参加申込書を物件毎に各１枚（計２枚）提出してください。 

なお、一般競争入札参加申込書以外の申込みに必要な書類については、各１通の提出で差

し支えありません。 

      

                    


